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「大崎市雇用対策協定」の締結について 

 大崎市と宮城労働局（古川公共職業安定所）は、相互の連携を密にし、地域の雇用対策

等に効率的かつ効果的に取り組むことにより、安定した就労の確保・働き方改革の実現を目的

に雇用対策協定を締結することとなりましたので、下記のとおりご案内いたします。 
 市町村の首長と労働局長の間での協定締結は県内で 2 番目になります。 

記 

 １ 日   時   令和４年３月１８日（金）午後２時３０分～２時５０分 

 

２ 場   所   大崎市役所 本庁舎 ３階 市長応接室 

 

３ 出 席 者   大崎市長    伊藤 康志 

       宮城労働局長  小林 健 

 

４ 協定による連携、主な協力事項 

（１）人材確保支援及び人材育成の推進 

（２）女性の活躍促進・働きやすい環境の整備（働き方改革） 

（３）就労困難者への支援 

（４）若者の雇用対策 

（５）高齢者の就労支援 

 

５ 締結式の内容 

（１）出席者紹介 

（２）協定の概要説明 

（３）協定書への署名 

（４）写真撮影 

（５）市長及び労働局長からの挨拶 

 

 

令和４年３月８日 

宮城労働局職業安定部職業安定課 

職業安定課長     立花 真寿 

地方職業安定監察官  佐藤 勝 

  電話 ０２２（２９９）８０６１ 

大崎市産業経済部産業商工課 

 産業商工課長     小野寺 晴紀 

電話 ０２２９（２３）７０９１ 



 

 

 

 

（取材についてのお願い） 

 ・取材いただける社におかれましては、当日、締結式会場に直接お越しください。 

 ・新型コロナウイルス感染症感染予防のため、手指の消毒、マスク着用、検温にご協力願い

ます。 

 ・風邪のような症状がある方、体調不良の方は取材をご遠慮願います。 

 ・取材時は、腕章等プレス関係者であることを示すものを着用願います。 

 ・指定された場所以外の立ち入りはご遠慮ください。また、関係職員等の指示に従っていた

だきますようお願いします。 

 

 

 

 

 



大崎市雇用対策協定（概要）

大崎市と宮城労働局は「大崎市雇用対策協定」を締結し、地域の雇用対策に共同･連携のもと
取り組むことにより、安定した就労の確保・働き方改革の実現を目指します。

職業紹介、雇用管理指導その他雇用・労働
環境の改善に関する施策

宮城労働局
まちづくりの基本理念や将来像を実現
するために策定した、第2次大崎市総合
計画・後期計画を着実に実践するための
雇用・労働環境に関する施策

連携・協力
【協定締結】

１．人材確保支援及び人材育成の推進
①人材不足分野への対応
②ＩＣＴ、ＡＩなどの新たな技術や環境にも対応しうる人材育成
③ＵＩＪターン促進
④効果的な職業能力開発を図るためのリカレント教育の充実

２．女性の活躍促進・働きやすい環境の整備（働き方改革）
① 各種取組の周知広報等による働き方改革の推進
②テレワークやフレックスタイム制の推進等、就労環境の整備、
雇用の拡大

③女性の活躍しやすい職場環境、社会環境整備のため、女性活躍
推進法などの円滑な施行の働きかけ

大崎市

３．就労困難者への支援
①働く意欲がありながら、就労を妨げる様々な要因を抱える市民の
就職を支援

４．若者の雇用対策
①新規学卒者等に対する就職支援と職場定着率の向上
②市内企業への就職促進

５．高齢者の就労支援
①高齢者雇用の確保に向けた取組
②シルバー人材センターの事業普及

今後、運営協議会で「大崎市雇用対策協定に基づく事業計画」を策定し、雇用対策に関する施策を効果的かつ一体的に推進

厚生労働省宮城労働局大崎市

連携して取り組む主な施策

〇地域課題を共有し、役割分担を明確化することで、一体的な対策を実施することができる
〇運営協議会※を設置し、連携体制を構築することで、これまで以上に密な連携を図ることができる
※運営協議会・雇用対策協定に基づき、大崎市及び宮城労働局・ハローワーク古川で構成する運営協議会を設置

・毎年度の事業計画の策定・見直し、事業評価、その他連携事業の運営に必要な事項について協議・決定

協定締結のメリット


